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一
、
法
人
文
書
管
理
業
務
の
引
継
ぎ

　

平
成
二
六
年
度
の
公
文
書
室
は
、
四
月
よ
り
財
務
・
総
務
室
総
務
グ
ル
ー
プ
の

職
掌
で
あ
っ
た
法
人
文
書
管
理
業
務
を
引
継
ぎ
、
新
た
な
業
務
を
担
当
す
る
体
制

と
な
っ
た
。
業
務
の
移
管
に
伴
い
、
財
務
・
総
務
室
総
務
グ
ル
ー
プ
よ
り
大
判
美

緒
職
員
が
着
任
し
、
二
名
の
体
制
で
い
わ
ゆ
る
現
用
部
分
の
法
人
文
書
管
理
業
務

を
含
む
文
書
管
理
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
今
年
度
新
た
な
体
制
の
も
と
で
実
施

し
た
法
人
文
書
管
理
業
務
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。

　

今
年
度
の
法
人
文
書
管
理
業
務
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
表
１
「
法
人
文
書
管
理

関
係
年
間
業
務
一
覧
」
の
通
り
で
あ
る
。
法
人
文
書
選
別
・
移
管
作
業
に
お
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
各
業
務
組
織
を
総
務
グ
ル
ー
プ
と
文
書
館
と
が
共
同
で
訪
問
し
、

当
該
年
度
に
廃
棄
対
象
と
な
っ
た
フ
ァ
イ
ル
を
全
て
確
認
す
る
と
い
う
作
業
を
通

し
て
、
フ
ァ
イ
ル
の
移
管
及
び
廃
棄
を
確
定
す
る
作
業
を
行
っ
て
き
た
。
こ
こ
で

は
、
廃
棄
対
象
フ
ァ
イ
ル
の
リ
ス
ト
と
、
現
物
の
フ
ァ
イ
ル
と
を
一
点
一
点
照
合

す
る
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
所
在
不
明
の
フ
ァ
イ
ル
や
誤
っ
て
廃

棄
す
る
な
ど
の
事
例
が
減
少
し
、
毎
年
の
確
認
作
業
も
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

表１　法人文書管理関係年間業務一覧

時期 項　　　　目 現用関係
４月上旬 ・移管文書目録のホームページへの掲載
４月下旬 ・内閣府　法人文書の管理の状況調査（７月上旬〆切） ○
４月下旬 ・内閣府　特定歴史公文書等の保存及び利用の状況

　調査（７月上旬〆切）
５月下旬 ・�法人文書・個人情報の管理状況について点検依頼

（総務グループ担当）（※平成27年度以降法人文書
管理点検項目について協議予定）

○

７月上旬 ・法人文書の移管廃棄作業の準備開始 ○
７月下旬 ・�廃棄簿提出（廃棄簿案提出、移管廃棄作業日程調整）

依頼（全部局等へ）
○

９月上旬
　～　　

・�移管廃棄作業　開始（廃棄簿提出11月末頃まで）
　�（作業後随時措置確定リスト作成、ファイル管理簿
への反映）

・公表用のファイル管理簿を作成

○

９月上旬
～　

・移管文書の目録作成及び配架作業

12月上旬
　～２月

・内部監査（法人文書管理状況監査）への対応 ○

１月下旬 ・公表用のファイル管理簿の確認依頼（全部局等へ） ○
２月下旬 ・ファイル管理簿のホームページ上への公開 ○
３月上旬 ・�システムへの登録作業について注意喚起（全学情

報共有基盤システム掲示板で通知）
○
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な
っ
て
お
り
、将
来
的
に
は
確
認
作
業
が
ほ
ぼ
不
要
と
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
事
情
と
併
せ
て
、
六
月
に
業
務
組
織
の
改
編
が
実
施
さ
れ
た
と
い
う

点
も
、
今
回
の
業
務
移
管
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
文
書
管
理
業
務
は
、

業
務
の
根
幹
を
な
す
も
の
の
一
つ
と
は
い
え
、
現
実
に
は
業
務
の
下
支
え
で
あ
り

表
に
出
る
こ
と
は
な
く
、
単
純
な
作
業
の
積
み
重
ね
と
い
う
要
素
が
大
き
い
。
こ

の
た
め
、
文
書
館
が
法
人
文
書
管
理
業
務
の
う
ち
現
用
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
に
係
る

部
分
を
担
当
す
る
こ
と
に
よ
り
、
組
織
全
体
の
業
務
の
効
率
化
に
資
す
る
も
の
と

し
て
、
業
務
の
移
管
が
実
現
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
一
例
が
、
毎
年
の
法
人
文
書

管
理
状
況
に
関
す
る
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
報
告
で
あ
る
。
文
書
館
は
、
公
文
書
管

理
法
に
基
づ
く
「
国
立
公
文
書
館
等
」
と
し
て
、
現
用
部
分
の
法
人
文
書
管
理
か

ら
移
管
受
入
以
後
ま
で
を
含
む
本
学
の
文
書
管
理
全
体
を
担
う
組
織
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　

業
務
の
移
管
に
よ
る
最
も
大
き
な
変
化
の
一
つ
は
、
法
人
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

の
管
理
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
点
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
管
理
を
職
掌
と
す
る

こ
と
に
よ
り
、
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
及
び
廃
棄
簿
の
調
製
等
を
含
む
、
シ

ス
テ
ム
を
経
由
す
る
業
務
が
新
た
に
加
わ
っ
た
。こ
の
業
務
に
は
、過
年
度
の
フ
ァ

イ
ル
の
登
録
や
修
正
・
削
除
依
頼
な
ど
、
管
理
者
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
逐
次
の

修
正
等
も
含
ま
れ
る
。
今
年
度
は
、
六
月
の
業
務
組
織
改
編
に
伴
い
、
組
織
名
や

管
理
担
当
グ
ル
ー
プ
が
変
更
と
な
る
文
書
の
修
正
作
業
や
、
ア
ク
セ
ス
権
限
の
設

定
等
も
、
総
務
グ
ル
ー
プ
の
支
援
を
得
て
行
っ
た
。

　

現
在
運
用
す
る
法
人
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
平
成
二
一
年
度
に
本
格
稼
働
を

開
始
し
、
ほ
ぼ
五
年
を
経
過
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
微
調

整
を
重
ね
、フ
ァ
イ
ル
管
理
の
実
態
に
沿
う
よ
う
改
善
が
図
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、

改
修
の
テ
ン
ポ
は
相
当
に
緩
慢
で
あ
り
、
総
務
グ
ル
ー
プ
の
歴
代
の
文
書
管
理
担

当
職
員
に
負
担
が
集
中
す
る
側
面
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
今
年
度
文
書
館

へ
の
業
務
移
管
に
伴
い
、
総
務
グ
ル
ー
プ
及
び
情
報
化
推
進
グ
ル
ー
プ
と
と
も
に

改
善
要
望
に
つ
い
て
意
見
を
ま
と
め
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
出
来
る
限
り
シ
ス
テ

ム
の
改
修
に
結
び
付
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
初
期
設
定
に
な
い
機
能

を
新
た
に
付
加
す
る
こ
と
で
生
じ
る
費
用
負
担
を
で
き
る
だ
け
避
け
つ
つ
、
費
用

対
効
果
に
見
合
っ
た
も
の
を
提
案
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
公
文
書
等
の
管
理
に

関
す
る
法
律
が
予
算
措
置
の
根
拠
と
し
て
勘
案
さ
れ
、
組
織
の
運
営
に
お
い
て
文

書
管
理
業
務
が
一
定
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
理
解
と
同
意
が
得
ら
れ
、
改
修
が
実
現
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
大
き
な
変
化
と
し
て
、
監
査
業
務
へ
の
参
画
が
挙
げ
ら
れ
る
。
監

査
業
務
は
、
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、「
文
書
管

理
に
関
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
確
保
す
る
た
め
」、
監
査
を
行
う
こ
と
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。
広
島
大
学
法
人
文
書
管
理
規
則
で
は
、
監
査
室
長
を
法
人
文
書

監
査
責
任
者
と
し
、
法
人
文
書
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
の
監
査
が
明
文
化
さ
れ

て
い
る
（
広
島
大
学
法
人
文
書
管
理
規
則
第
六
条
）。
従
前
、
法
人
文
書
の
管
理

の
状
況
に
関
す
る
監
査
は
、
個
人
情
報
の
管
理
状
況
に
関
す
る
監
査
と
と
も
に
、

監
査
室
及
び
総
務
グ
ル
ー
プ
の
職
掌
と
し
て
実
施
さ
れ
て
き
た
。
今
年
度
、
法
人

文
書
管
理
業
務
が
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
監
査
室
よ
り
文
書
館
員

を
監
査
人
と
し
て
指
定
し
、
監
査
業
務
に
加
わ
る
こ
と
を
提
案
い
た
だ
い
た
。
今

年
度
の
監
査
の
実
施
は
一
月
以
降
の
た
め
、
具
体
的
な
事
例
の
蓄
積
は
こ
れ
か
ら

の
こ
と
と
な
る
が
、
監
査
業
務
へ
の
参
画
を
通
し
て
、
通
常
の
文
書
管
理
業
務
に

活
か
す
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
は
、
法
人
文
書
移
管
・
廃
棄
作
業
時
に
各
業
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務
組
織
を
訪
問
し
た
際
、
文
書
管
理
担
当
者
と
の
折
衝
を
点
検
監
査
に
相
当
す
る

も
の
と
見
做
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
運
用
が
、
規
則
上
の
裏
付
け
を
伴
う
も
の
と

な
る
こ
と
は
、
今
年
度
の
大
き
な
変
化
の
一
つ
で
あ
る
。

　

業
務
の
実
施
に
お
い
て
は
、
総
務
グ
ル
ー
プ
を
は
じ
め
各
業
務
組
織
の
協
力
を

仰
ぎ
つ
つ
、
少
し
ず
つ
学
内
へ
の
浸
透
を
図
り
、
着
実
に
信
頼
を
得
て
い
く
こ
と

を
不
断
に
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二
、
法
人
文
書
の
選
別
・
移
管
作
業

　

法
人
文
書
選
別
・
移
管
作
業
は
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
非
常
に
円
滑
に
進
め
る

こ
と
が
で
き
た
。
対
象
と
な
っ
た
全
て
の
業
務
組
織
が
廃
棄
簿
案
の
提
出
期
限
を

守
り
、
作
業
期
間
の
九
月
・
一
〇
月
中
に
確
認
作
業
を
実
施
し
、
お
お
む
ね
一
一

月
末
ま
で
に
廃
棄
簿
が
提
出
さ
れ
、
一
連
の
作
業
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

市
内
の
霞
キ
ャ
ン
パ
ス
及
び
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
、
各
附
属
学
校
に
つ
い
て
は
、

公
用
車
で
移
動
し
確
認
作
業
並
び
に
移
管
文
書
の
引
き
取
り
作
業
を
行
っ
て
い

る
。
文
書
の
受
入
れ
は
、
若
干
の
力
仕
事
を
要
す
る
た
め
体
力
的
に
負
担
と
な
る

場
合
も
あ
り
、負
担
が
集
中
し
な
い
よ
う
何
ら
か
の
対
策
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

　

確
認
作
業
の
際
に
は
、
廃
棄
と
な
る
こ
と
が
確
実
な
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
提

出
さ
れ
た
廃
棄
簿
案
に
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
記
載
し
て
お
き
、
当
日
確
認
作
業

時
に
「
廃
棄
可
」
シ
ー
ル
を
貼
付
し
、確
認
作
業
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

移
管
か
廃
棄
か
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
昨
年
度
策
定
し
た
移
管
基
準
を
援
用
し

た
。
移
管
文
書
は
、
一
つ
に
は
執
務
参
考
資
料
と
し
て
事
務
利
用
に
耐
え
る
質
を

保
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
保
存
ス
ペ
ー
ス
に
限
り
が
あ
る
な
か
、

移
管
対
象
を
絞
り
込
み
厳
選
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

今
年
度
は
、
六
月
の
業
務
組
織
改
編
を
前
に
、
旧
管
財
グ
ル
ー
プ
よ
り
国
有
財

産
関
係
フ
ァ
イ
ル
三
八
五
件
の
移
管
受
入
れ
を
実
施
し
た
。
移
管
さ
れ
た
フ
ァ
イ

ル
は
、
保
存
期
間
三
〇
年
の
も
の
が
あ
り
、
保
存
期
間
満
了
前
の
も
の
も
含
ま
れ

る
。
こ
う
し
た
移
管
は
、
現
用
・
非
現
用
を
横
断
し
た
統
一
的
管
理
が
実
現
し
た

こ
と
に
よ
り
、
文
書
館
に
よ
る
保
存
期
間
満
了
前
の
文
書
の
管
理
も
可
能
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
今
後
も
増
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
業
務
組
織
に
と
っ
て
は
、
法
人

本
部
棟
内
の
公
文
書
分
室
で
す
ぐ
に
参
照
で
き
る
た
め
、
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
を

有
効
に
活
用
で
き
る
利
点
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に

か
け
て
作
成
さ
れ
た
酸
性
紙
が
使
用
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ

け
破
損
を
修
復
し
な
が
ら
保
存
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
破
損
を
紙
力
の
あ
る
う

ち
に
修
復
す
る
こ
と
で
長
期
保
存
が
可
能
と
な
り
、
組
織
全
体
で
ど
の
よ
う
に
資

料
を
残
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
に
も
対
応
し
う
る
措
置
と
い
え
る
。
こ
う
し
た

法人本部 353
法人本部（簿外） 385
部局等 102
部局等（簿外） 2

　計 842

表２　平成26年度移管文書目録作成件数

一
二
月
末
現
在
の
移
管
文
書
目
録
作
成
件
数
は
、

表
２
の
通
り
で
あ
る
。

　

今
年
度
の
作
業
で
は
、
文
書
館
単
独
で
対
応
す

る
こ
と
と
な
り
、
廃
棄
簿
案
の
作
成
や
学
内
通
知

な
ど
、
こ
れ
ま
で
総
務
グ
ル
ー
プ
が
担
当
し
て
い

た
業
務
も
加
わ
り
、
よ
り
一
層
の
作
業
の
効
率
化

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
一
環
と
し

て
、
各
部
署
へ
の
訪
問
に
当
た
っ
て
は
、
文
書
館

員
二
名
な
い
し
一
名
で
確
認
作
業
等
を
行
っ
た
。

作
業
は
、
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
離
れ
た
広
島

（平成26年12月末現在）
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対
応
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
存
在
意
義
を

高
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

移
管
受
入
れ
後
は
、
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
に
登
録
さ
れ
た
情
報
を
活
用

し
、
移
管
文
書
目
録
を
作
成
す
る
。
ま
た
、
提
出
さ
れ
た
廃
棄
簿
の
情
報
を
も
と

に
、
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
更
新
作
業
を
行
う
。
更
新
し
た
情
報
は
、
各

業
務
組
織
に
個
人
情
報
の
有
無
等
を
照
会
し
、
公
開
用
に
整
え
た
後
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
作
業
と
並
行
し
て
、
経
理
グ
ル
ー
プ
及
び
契
約
グ
ル
ー
プ
の
法
人
文
書
移

管
廃
棄
作
業
を
実
施
す
る
。
毎
年
大
量
の
フ
ァ
イ
ル
が
作
成
さ
れ
る
両
グ
ル
ー
プ

に
つ
い
て
は
、
前
年
度
末
に
フ
ァ
イ
ル
の
確
認
作
業
を
済
ま
せ
、
年
度
当
初
に
廃

棄
作
業
を
行
い
、
フ
ァ
イ
ル
の
配
架
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
こ
と
で
業
務
の
効
率

化
を
図
り
た
い
と
の
要
望
を
受
け
、
三
年
前
か
ら
作
業
時
期
を
ず
ら
し
て
別
途
対

応
し
て
い
る
。
他
に
、
随
時
の
書
庫
整
理
作
業
を
受
け
付
け
て
お
り
、
今
年
度
は
、

文
学
研
究
科
及
び
情
報
化
推
進
グ
ル
ー
プ
の
依
頼
に
対
応
し
、
作
業
を
行
っ
た
。

三
、
法
人
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
管
理
の
課
題

　

本
学
の
法
人
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
平
成
二
〇
年
度
に
試
験
運
用
が
開
始
さ

れ
、
翌
二
一
年
度
か
ら
本
格
稼
働
が
開
始
さ
れ
た
。
平
成
二
一
年
度
以
降
に
作
成

さ
れ
た
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
は
、
基
本
的
に
シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
以
前
の
エ
ク
セ
ル
デ
ー
タ
と
の
二
系
統
の
デ
ー
タ
を
組
み
合
わ
せ
て
管

理
し
て
い
る
。こ
の
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
管
理
業
務
に
つ
い
て
も
、総
務
グ
ル
ー

プ
か
ら
文
書
館
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
今
年
度
は
、
シ
ス
テ
ム
試
行
期
間
の
平
成

二
〇
年
度
に
登
録
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
の
う
ち
、
保
存
期
間
五
年
の
も
の
が
保
存
期

間
満
了
時
期
を
迎
え
、
こ
れ
ま
で
の
保
存
期
間
一
年
な
い
し
三
年
の
も
の
で
は
ほ

と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
、
や
や
悩
ま
し
い
問
題
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

本
シ
ス
テ
ム
で
は
、
大
分
類
、
中
分
類
、
小
分
類
の
階
層
毎
に
公
開
文
書
フ
ァ

イ
ル
名
を
選
ぶ
こ
と
で
保
存
期
間
が
自
動
的
に
付
与
さ
れ
、
さ
ら
に
登
録
年
度
、

完
結
年
度
を
設
定
し
、
フ
ァ
イ
ル
名
を
入
力
す
る
。
こ
の
情
報
に
基
づ
き
、
フ
ァ

イ
ル
背
表
紙
が
作
成
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
平
成
二
六
年
度
の
時
点
で
「
教
授
会　

平
成
二
六
年
」
と
い
う
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
た
い
場
合
、
大
分
類
＝
管
理
一
般
、

中
分
類
＝
学
内
会
議
、
小
分
類
＝
大
学
運
営
審
議
機
関
等
の
中
か
ら
公
開
文
書

フ
ァ
イ
ル
名
「
教
授
会
関
係
（
三
〇
年
）」
を
選
択
し
、
登
録
年
度
及
び
完
結
年

度
は
そ
れ
ぞ
れ
平
成
二
六
（
二
〇
一
四
）
年
と
な
り
、
保
存
期
間
の
起
算
日
が
平

成
二
七
（
二
〇
一
五
）
年
四
月
一
日
と
な
る
の
で
、
保
存
期
限
＝
二
〇
四
五
年
三

月
三
一
日
と
い
う
フ
ァ
イ
ル
の
背
表
紙
が
作
成
さ
れ
る
。
フ
ァ
イ
ル
の
登
録
は
、

当
該
年
度
及
び
そ
の
前
年
度
ま
で
し
か
さ
か
の
ぼ
れ
な
い
仕
様
で
あ
り
、
平
成

二
六
年
に
平
成
二
四
年
度
以
前
の
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
よ
う
と
し
て
も
、
登
録
年

度
と
作
成
年
度
の
不
整
合
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
管
理

者
権
限
で
は
、
作
成
時
に
割
り
当
て
ら
れ
る
Ｉ
Ｄ
が
二
〇
一
四
年
度
作
成
を
示
す

値
と
な
る
も
の
の
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
登
録
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　

問
題
の
第
一
点
は
、
平
成
二
〇
年
度
以
降
シ
ス
テ
ム
の
使
用
が
可
能
に
な
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
試
し
に
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
て
み
よ
う
と
い
う
、
い
わ
ば
「
お
試
し
」

的
に
登
録
し
た
と
思
わ
れ
る
デ
ー
タ
が
散
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。結
果
と
し
て
、

シ
ス
テ
ム
登
録
は
し
た
も
の
の
実
際
に
は
フ
ァ
イ
ル
が
作
成
さ
れ
ず
、
デ
ー
タ
だ

け
が
宙
に
浮
く
格
好
と
な
り
、
確
認
作
業
の
際
に
現
物
が
見
あ
た
ら
ず
「
所
在
不
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明
」
と
な
っ
て
し
ま
う
例
が
頻
発
し
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム
の
活
用
に
よ
り
、
現
物

と
リ
ス
ト
と
が
漏
れ
落
ち
な
く
一
致
す
る
境
地
を
目
指
し
て
き
た
も
の
の
、
シ
ス

テ
ム
稼
働
が
か
え
っ
て
不
一
致
を
助
長
し
か
ね
な
い
側
面
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
、
こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
逐
次
整
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

第
二
点
は
、
登
録
年
度
を
二
年
以
上
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
た
、
不
整
合
な
登
録
と

み
ら
れ
る
フ
ァ
イ
ル
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ

ゆ
る
さ
か
の
ぼ
り
登
録
が
原
則
前
年
度
ま
で
し
か
出
来
な
い
と
い
う
、
シ
ス
テ
ム

の
仕
様
が
周
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
フ
ァ
イ
ル
で
は
、
保
存
期
間
満
了
後
の
措
置
が
引
き
続
き
業
務
に
使
用
す
る
と

の
理
由
で
「
延
長
」
に
し
た
い
と
い
う
場
合
、や
や
複
雑
な
設
定
が
必
要
と
な
る
。

　

一
例
を
挙
げ
る
と
、「
〇
〇
関
係　

平
成
一
八
年
度
」
と
い
う
保
存
期
間
五
年

の
フ
ァ
イ
ル
を
平
成
二
二
年
度
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
登
録
し
た
と
い
う
も
の
が
あ

り
、
し
か
も
、
保
存
期
間
満
了
後
の
措
置
を
「
延
長
」
に
し
た
い
と
い
う
要
望
が

あ
っ
た
。
本
来
の
満
了
時
期
は
、
平
成
一
九
年
四
月
一
日
か
ら
起
算
す
る
た
め

二
四
年
三
月
三
一
日
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
平
成
二
三
年
度
の
作
業
時
に
い
っ
た

ん
「
延
長
」
し
た
と
見
做
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
保
存
期
間
一
杯
の
五
年
延
長
し

た
と
し
て
、
満
了
時
期
を
平
成
二
八
年
度
満
了
と
修
正
し
た
。
こ
う
し
た
取
り
扱

い
は
、
保
存
期
間
一
年
な
い
し
三
年
の
場
合
に
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
ら
な
い
た
め
、

問
題
と
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

当
初
は
、
こ
う
し
た
修
正
が
必
要
な
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
か
ら

削
除
し
て
エ
ク
セ
ル
管
理
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
修
正
の
手
間
を
省
き
た
い
と
考

え
て
い
た
。
し
か
し
、「
施
行
済
」
の
文
書
が
登
録
さ
れ
て
い
た
た
め
、
や
む
を

得
ず
強
制
的
に
修
正
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
、「
施
行
済
」
と
な
っ
た
登
録

文
書
が
あ
る
保
存
期
間
内
の
フ
ァ
イ
ル
の
場
合
、「
廃
棄
」
の
取
り
扱
い
と
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
た
め
で
、
さ
ら
に
、
削
除
す
る
と
登
録
さ
れ
た
文
書
の
情
報
も

失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
登
録
年
度
及
び
完
結
年
度
の
強
制
的
な
修
正
は
、
管
理

者
権
限
に
よ
り
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
修
正
に
は
デ
ー
タ
を
エ
ク
ス
ポ
ー
ト
し
、

こ
れ
を
修
正
し
て
イ
ン
ポ
ー
ト
す
る
な
ど
の
煩
雑
な
作
業
が
必
要
と
な
る
。
今
後

は
、
フ
ァ
イ
ル
に
応
じ
て
煩
雑
な
作
業
を
で
き
る
だ
け
最
小
限
に
止
め
る
よ
う
工

夫
し
た
い
。

　

こ
う
し
た
修
正
と
併
せ
て
、
保
存
年
限
を
正
し
い
も
の
に
修
正
し
た
い
と
の
要

望
や
、
分
類
を
間
違
え
て
登
録
し
た
た
め
修
正
し
た
い
と
い
う
依
頼
も
寄
せ
ら
れ

た
。
保
存
年
限
の
修
正
は
、
同
じ
分
類
フ
ォ
ル
ダ
の
公
開
文
書
フ
ァ
イ
ル
名
で
あ

れ
ば
、
修
正
に
は
煩
雑
な
手
間
を
要
す
る
も
の
の
、
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
た
だ
し
、
現
状
で
は
、
初
発
の
時
点
で
分
類
フ
ォ
ル
ダ
を
誤
っ
て
し
ま
っ
た

場
合
、
後
々
別
の
フ
ォ
ル
ダ
に
移
す
こ
と
が
出
来
な
い
仕
様
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
た
め
、
現
在
、
分
類
の
変
更
が
可
能
と
な
る
よ
う
シ
ス
テ
ム
改
修
を
要
望
中
で

あ
る
。
ま
た
、
登
録
文
書
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
制
度
設
計
時
に
は
可
能
で
あ
っ

た
も
の
が
現
在
機
能
し
て
い
な
い
状
況
に
あ
り
、
全
学
情
報
共
有
基
盤
シ
ス
テ
ム

の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
に
伴
い
実
施
す
る
と
の
回
答
を
得
て
お
り
、
次
年
度
中
に

は
対
応
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
運
用
に
よ
っ
て
新
た
に
修
正
の
必
要
が
あ

る
事
項
が
発
生
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
事
項
は
さ
ら
に
増
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
要
改
善
事
例
の
記
録
を
積
み
重
ね
、
よ
り
使
い
勝
手
の
良
い
シ
ス
テ
ム
へ
と

整
え
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
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四
、
広
島
大
学
公
文
書
管
理
研
修
の
開
催

　

広
島
大
学
文
書
館
は
、
平
成
一
六
年
四
月
の
設
立
以
来
一
〇
周
年
を
迎
え
、
七

月
八
日
に
記
念
行
事
と
し
て
、
公
開
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
こ
れ
か
ら
の

大
学
文
書
館
」
を
開
催
し
た
。
本
行
事
は
、
広
島
大
学
文
書
館
及
び
全
国
大
学
史

資
料
協
議
会
西
日
本
部
会
の
主
催
と
し
て
開
催
し
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
号

特
集
記
事
「
広
島
大
学
文
書
館
設
立
一
〇
周
年
記
念
行
事　

こ
れ
か
ら
の
大
学
文

書
館
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

一
〇
周
年
と
い
う
節
目
を
迎
え
た
今
年
は
、
記
念
行
事
の
翌
日
の
七
月
九
日
に

平
成
二
六
年
度
広
島
大
学
公
文
書
管
理
研
修
を
開
催
し
た
。
本
研
修
は
、
平
成

二
三
年
度
・
二
四
年
度
の
二
回
に
わ
た
り
開
催
し
た
中
国
・
四
国
地
区
国
立
大
学

法
人
等
公
文
書
管
理
研
修
を
引
き
継
い
で
開
催
す
る
も
の
で
、
今
年
度
よ
り
広
島

大
学
・
広
島
大
学
文
書
館
の
主
催
に
よ
り
、
中
国
・
四
国
地
区
の
国
立
大
学
法
人

等
機
関
の
文
書
管
理
者
を
対
象
と
し
て
実
施
し
た
。
本
研
修
の
記
録
は
、『
平
成

二
六
年
度
広
島
大
学
公
文
書
管
理
研
修
報
告
書
』
と
し
て
、
刊
行
の
予
定
で
あ
る

（
平
成
二
七
年
三
月
刊
行
予
定
）。

　

今
年
度
行
っ
た
研
修
及
び
学
内
研
修
の
開
催
状
況
は
、
表
３
の
通
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
度
の
広
島
大
学
公
文
書
管
理
研
修
の
開
催
日
程
は
、
研
修
者
に
も

一
〇
周
年
記
念
行
事
に
参
加
し
や
す
い
よ
う
配
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
主
催

側
に
と
っ
て
か
な
り
ハ
ー
ド
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
後
は
、
年
間
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
位
置
づ
け
て
じ
っ
く
り
取
り
組
め
る
日
程
を
組
む
よ
う
改
善
し
た
い
。

　

今
回
よ
り
、
研
修
の
対
象
を
学
内
に
も
広
げ
、
文
書
管
理
者
及
び
文
書
管
理
担

当
者
、
文
書
管
理
に
関
心
の
あ
る
者
と
し
て
常
勤
・
非
常
勤
を
問
わ
ず
参
加
を

開催日 研修名 講義等タイトル 受講者数
４月２日 平成26年度広島大学新採用

教職員研修
「広島大学の歴史」（小池聖一） 121名

４月10日 平成26年度広島大学新採用
職員基礎研修

「広島大学の歴史

－

初代学長・森戸辰男を中
心に

－

」（小池聖一）
11名

４月24日 平成26年度広島大学新採用
職員基礎研修

「国立大学法人にとっての公文書管理」（小池
聖一）

11名

７月９日 平成26年度広島大学公文書
管理研修

「個人情報保護と文書管理

－

その概要と運用
上の留意点

－

」（高田賀夫）、「文書館機能を
活用した文書管理」（村上淳子）

26名
（講義40名）

10月２日 平成26年度広島大学新採用
教職員研修（10月）

「広島大学の歴史」（小池聖一）　 104名

10月15日 平成26年度広島大学中堅職
員研修

「広島大学の歴史」（小池聖一）　 34名

11月17日 金沢大学資料館特別講演会「大学文書館の役割～広島大学文書館を一例
に～」（小池聖一）

61名

12月２日 平成26年度徳島大学法人文
書管理研修会

「国立大学法人にとっての公文書管理～法人
文書の適切な管理について～」（小池聖一）

41名

表３　平成26年度における研修の実施状況

（平成26年12月末現在）
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募
っ
た
。
研
修
の
内
容
は
、
当
初
よ
り
学
外
の
文
書
管
理
者
が
対
象
で
あ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
や
や
専
門
的
な
レ
ベ
ル
と
設
定
し
た
た
め
、
公
文
書
管
理
法
の
概
要

説
明
等
は
周
知
の
事
項
と
し
て
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は
想
定
せ
ず
、
文
書
の
作
成

の
仕
方
な
ど
の
基
本
的
な
内
容
に
触
れ
る
こ
と
は
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
学
内
参
加
者
か
ら
は
、
法
人
文
書
管
理
が
何
の
た
め
に
必
要
な
の
か
、
ど
の

よ
う
な
文
書
を
綴
じ
る
べ
き
か
、
綴
じ
方
は
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
、
業
務
組
織

内
に
お
け
る
保
存
管
理
の
仕
方
、
さ
ら
に
は
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
取
り
扱
い
な

ど
、
文
書
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
得
た
い
と
い
う
ニ
ー

ズ
の
高
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
今
回
学
内
か
ら
の
参
加
者
を
得
て
初

め
て
わ
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
文
書
管
理
に
関
す
る
学
内
研
修
に
つ
い
て
、
充
実

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。

　

文
書
管
理
業
務
は
、
業
務
組
織
全
体
の
人
員
削
減
と
い
う
厳
し
い
状
況
の
中
、

採
用
後
即
戦
力
と
し
て
働
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
一
か
ら
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
る

時
間
も
な
い
ま
ま
に
何
と
か
こ
な
し
て
い
る
と
い
う
職
員
が
多
い
と
考
え
ら
れ
、

基
本
を
把
握
出
来
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
と

み
ら
れ
る
。
文
書
管
理
は
、
各
業
務
組
織
に
お
け
る
業
務
の
内
容
に
応
じ
た
そ
れ

ぞ
れ
の
カ
ラ
ー
が
あ
り
、
常
勤
職
員
で
あ
れ
ば
、
数
年
毎
の
異
動
等
に
よ
り
組
織

横
断
的
に
俯
瞰
す
る
機
会
が
得
ら
れ
る
。
非
常
勤
と
し
て
文
書
管
理
を
任
さ
れ
て

い
る
職
員
の
場
合
、
異
動
の
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
場
合
も
多
く
、
他
部

署
の
良
い
事
例
な
ど
を
踏
ま
え
て
活
か
す
と
い
う
機
会
が
非
常
に
限
ら
れ
る
と
い

う
現
状
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
考
慮
し
、
学
内
の
状
況
に
応
じ
た
文
書
管
理

に
関
す
る
研
修
も
し
く
は
説
明
会
の
開
催
と
い
う
も
の
が
、
企
画
さ
れ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
筆
者
自
身
起
案
決
裁
の
基
本
を
は
じ
め
、
事
務
系
職
員
と
し
て
一

か
ら
学
ぶ
べ
き
文
書
管
理
業
務
そ
の
も
の
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
て
き
た
わ
け

で
は
な
く
、
基
本
が
な
い
ま
ま
に
文
書
館
職
員
を
称
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ

る
。
公
文
書
管
理
法
を
よ
り
実
の
あ
る
も
の
と
し
て
運
用
す
る
た
め
に
も
、
次
年

度
以
降
、
文
書
管
理
業
務
に
求
め
ら
れ
る
基
本
的
事
項
と
し
て
ど
の
よ
う
な
研
修

が
必
要
か
、学
内
の
知
見
等
を
頼
り
に
し
つ
つ
、新
た
に
企
画
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

�
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む
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